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 市営住宅の定期募集  
  期  10月16日（金）（入居予定日）  対  既
存団地の空室（募集案内に一覧を掲
載）
【募集案内配布】
  期  8月14日（金）～25日（火）（土日は
開館施設のみ）  時  午前9時～午後5
時  場  市営住宅管理センター（市庁舎
9階）、総合案内（市庁舎1階）、区役所
およびまちづくりセンター（市庁舎を
除く）、市ホームページ
【申込】
  期  8月17日（月）～25日（火）  申  8月
25日（消印有効）までに郵送で〒860-
8601市営住宅管理センターへ
【抽せん会】
  期  9月14日（月）・15日（火） ※新型
コロナウイルスの感染拡大防止のた
め立会人のみ参加
【二次募集】
  期  9月17日（木）～25日（金）（土日祝
は除く）  時  午前9時～午後5時  場  市
営住宅管理センター（市庁舎9階） 
  対  一次で申し込みがなかった既存団
地の空室（先着順）
【共通】  問  中 央・北・西区は（☎ 327-
5101）、東・南区は（☎311-7833） ※
入居時に必要としていた連帯保証人
の代わりに、緊急連絡人を求めること
になりました。
詳しくは、市ホームページへ。
  （市営住宅課　☎328-2461）

 お墓参り用臨時バスを運行します  　　無料　 

  期  8月13日（木）～15日（土）  内  お墓
参りが多い8月のお盆の時季に、三山
荘と桃尾墓園間で臨時バスを運行し
ます ※途中での乗り降りはできませ
ん。
【三山荘までのバス（有料）】
熊本市都市バス「三山荘」行（熊本桜町
バスターミナルは26番のりば）
※三山荘バス停で下車し、臨時バスに
乗り継ぎとなります。

【運行時間】
※三山荘・桃尾墓園間は約10分。

三山荘→桃尾墓園 桃尾墓園→三山荘
1 8：30 8：45
2 9：20 9：40
3 10：30 10：50
4 11：20 11：40
5 12：10 12：30
6 13：10 14：35

詳しくは、ひごまるコール（☎334-
1500）へ。
  （健康福祉政策課　☎328-2340）

 8月は固定資産税第1期と市県民税第2期の納期です  

納期限は8月31日です。納期限まで
に支払いください。
市税の納付には、便利な口座振替・
自動払込みを利用ください。希望する
方は、納税通知書・預（貯）金通帳・通帳
届出印を持って、お近くの金融機関、
郵便局またはインターネットで申し
込みください。
また、スマホ・タブレット端末を利
用して、インターネットでクレジット
カードによる納付もできます。詳しく
は、市ホームページへ。
【クレジットカード納付】【Web口座振替登録】

  （納税課　☎328-2204）

 平和について考えましょう  
今年の8月15日で75回目の終戦記
念日を迎えます。本市では、平成7年7
月27日に平和都市宣言を行いました。
今後も、戦争の悲惨さや平和の尊さを
伝えるための取り組みを行い、平和な
社会の実現に向け努力していきます。
【平和都市宣言】
熊本市は、先の大戦において、多く
の尊い人命を失うとともに、市街地の
ほとんどを焼失するなど、大きな災禍
を被った。
戦後、焦土の中から立ち上がった市
民の英知とたゆまぬ努力によって、緑
と水の豊かな自然環境や先人の築い
た歴史と文化に支えられながら、今や
九州中央の中枢都市として着実に発
展を続けている。
私たち熊本市民は、戦後50周年の
大きな節目にあたり、先の大戦への深
い反省に立ち、未来に向けて平和で豊
かな社会を築き、かけがえのない自然
環境を次代に引き継ぐため、再び戦争
の惨禍を繰り返さないことを誓うと
ともに、人類共通の願いである世界の
恒久平和の達成を希求し、ここに「平
和都市」を宣言する。
  （政策企画課　☎328-2035）

 原爆の日、終戦記念日に1分間の黙とうを  

広島市と長崎市では、原爆が投下さ
れた時刻に、原爆死没者の霊を慰め世
界の恒久平和の確立を願って、1分間
の黙とうが捧げられます。また、終戦
記念日にも全国で黙とうが捧げられ
ます。
本市でも、1分間のサイレンを鳴ら
しますので、家庭や職場などでご協力
をお願いします。 ※地域によっては
サイレンが聞こえづらい場合があり
ます。
【黙とうを捧げる日時】
広島市の原爆の日
　8月6日（木）午前8時15分
長崎市の原爆の日
　8月9日（日）午前11時2分
終戦記念日
　8月15日（土）正午
  （健康福祉政策課　☎328-2340）

 北方領土問題への関心・理解を深めましょう  

毎年8月、2月は「北方領土返還運動
全国強調月間」です。北方四島（択
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本固有の領土です。北方領土問題の早
期解決に向け関心を持ち、さらに理解
を深めましょう。
詳しくは、内閣府北方対策本部（☎
03-5253-2111）へ。
  （広報課　☎328-2043）

 「サマージャンボ宝くじ」等の発売  

  期  ～8月14日（金）※抽せん日：8月
21日  場  全国の宝くじ売り場  費  1枚
300円  内  【当せん金】1等5億円、前後
賞1億円、2等1千万円 ※サマージャ
ンボミニ（1等賞金1,000万円）も同時
発売。詳しくは宝くじ売場または宝く
じ公式サイトへ
ぜひ、熊本県内の宝くじ売場でお買
い求めください。
  （財政課　☎328-2085）

 住所変更手続きが簡単に  
  期  9月1日（火）～  場  中央区役所区民
課窓口  内  住所変更の届出書をタブ
レットで作成する「届出ナビシステ
ム」の運用を開始します。新住所など
の情報をガイダンスに沿って専用の
タブレットに入力することで届出書
を作成でき、住所変更に関連した手続
きも知ることができます。また、マイ
ナンバーカードをお持ちの場合は、氏
名・生年月日・性別・今までの住所の入
力を省略でき、より簡単に届出書を作
成することができます
引っ越しの予定がある方は、ぜひ、
ご利用ください。
  （地域政策課　☎328-2031）

 戸建木造住宅耐震診断士を派遣します  

  内  本市に登録のある耐震診断士が訪
問調査を行い、地震に対する強さを診
断  費  一戸あたり5,500円  対  次の①
～④の全てに該当するもの。①市内に
あり、人が住んでいるまたは住む見込
みがある戸建木造住宅②平成12年5
月31日以前に着工したもの（昭和56
年6月以降に着工したものは、熊本地
震による被害を受けたもののみ）③在
来軸組構法、伝統的構法で建てられた
もの④3階建て以下のもの※その他
要件あり  定  80戸程度（先着順）  申  9
月30日までに必要書類を郵送で
〒860-8601住宅政策課建築物安全
推進班へ
詳しくは、市ホーム
ページまたは住宅政策
課建築物安全推進班へ。
  （住宅政策課　☎328-2449）

 低未利用土地等確認書を発行します  

土地の適切な利用・管理を促進す
ることなどを目的として、利用して
いない土地等を使用目的を持つ方へ
譲渡する際に長期譲渡所得を控除す
ることができるようになりました。控
除を受けるために必要な「低未利用土
地等確認書」を発行します。
確認書の請求方法や
その他要件など詳しく
は、市ホームページま
たは都市政策課へ。
  （都市政策課　☎328-2502）

 TO熊カードの払戻期限は2021年3月31日まで  

  内  TO熊カード（磁気カード式乗車
券）の残金の払い戻しは来年3月末ま
でです。残高のあるTO熊カードをお
持ちの方は発行元の事業者窓口で手
続きをしてください ※TO熊カード
の残金がプレミアム額を下回る場合
は払戻しできません  持  身分証明書ま
たは印鑑  問  お手元のTO熊カード裏
面の連絡先へ
  （交通局総務課　☎361-5233）
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 くらし 

マイナンバーカードの出張申請受付！
会社や学校などの各種団体に伺い、マイナンバー
カードの顔写真撮影と申請を受け付けます。マイナン
バーカードは、コンビニで住民票の写しなどが取得で
きる大変便利なカードです。
ぜひこの機会に申請してください。
受付期間  8月1日～
対象  ・会社・各種団体の所在地が市内であること。

・1か所当たりの申請数がおおむね30人以上で
あること（30人未満の場合要相談）

申込  電話で地域政策課（☎328-2067）へ。
  受付後、必要事項を案内します。
  （地域政策課　☎328-2067）

「熊本城マラソン2021」は開催中止となりました
「熊本城マラソン2021」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、参
加ランナーをはじめとした熊本城マラソンに関わる全ての方々の安全・安
心の確保が困難であることから開催を中止することになりました。
大会への参加や応援を楽しみにされていた皆さんには大変申し訳あり
ませんが、ご理解いただきますようお願いします。
  （熊本城マラソン実行委員会事務局　☎328-2373）

「セーフティネット住宅登録制度」に登録しませんか
セーフティネット住宅登録制度とは高齢者や障がい者、子育て世帯と
いった住宅の確保にお困りの方と、空室のある賃貸住宅を所有する事業者、
個人をつなぐ制度です。空き室を登録することで、入居者の確保がしやすく
なります。
物件を登録するメリット
・物件情報を専用のホームページに掲載します。
・行政の相談窓口で登録物件を案内できます。
・改修工事に対する補助金を受けることができます。
セーフティネット住宅の登録条件や登録方法など詳しく
は、市ホームページまたは住宅政策課（☎328-2438）へ。
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